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１ 登録制度の概要 

 

（１）屋外広告業の登録とは 

岐阜県内で屋外広告業を営もうとする者は、県内における営業所の有無にかかわ

らず、知事の登録を受けなければなりません。（岐阜県屋外広告物条例第 30 条） 

 

（２）屋外広告業とは 

「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う

営業をいいます。 

 

（３）登録の有効期間と更新 

登録の有効期間は５年です。有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうと

する者は、更新の登録を受けなければなりません。（更新の登録の申請をした場合

は、有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなさ

れないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、

なお効力を有するものとします。この場合、更新の登録がなされたときは、その登

録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとしま

す。）  

更新の登録を受けようとする屋外広告業者は、現に受けている登録の有効期間満

了日の３０日前までに当該更新の登録を申請してください。なお、更新の受付開始

は有効期間満了日の２ヵ月前からです。 
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２ 登録の申請（新規・更新） 

登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、後述の必要書類を準備

の上、岐阜県都市建築部都市政策課地域計画係まで持参または郵送により提出してくだ

さい。 

登録手続きが完了した後、別記第 13 号様式の屋外広告業登録証を送付します。  

更新手続きに必要な書類は新規登録と同じです。 

 
 

書類提出先（郵送可） 
 

  

  〒500-8570  岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

    岐阜県 都市建築部 都市政策課 地域計画係 

    電話058-272-1111（内線4720） 

     058-272-8648（直通） 

※提出は１部のみ。返信用封筒は必要ありません。  

 

○ 法人の登録 

＜屋外広告業（新規・更新）登録申請に必要な書類＞ 

書類の名称 法人 

屋外広告業登録申請書（第10号様式 第1面,第2面,第3面） 

（第3面に岐阜県収入証紙1万円分を貼り付けてください。） 
○
 

誓約書（第11号様式） ○ 

法人の登録（履歴）事項証明書*1 ○ 

略歴書（第12号様式） ○（役員全員分） 

業務主任者の住民票の抄本*1 ○ 

業務主任者の証明書類（以下のいずれか１つ） 

①屋外広告物講習会修了証書の写し 

②屋外広告士の登録証・合格証の写し 

③「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員免許状・ 

 技能検定合格書・職業訓練修了証の写し 

 

 

○ 

※法人の役員とは、株式会社または有限会社の取締役、委員会等設置会社の執行役（株式

会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの）、合名会社の社員、合資

会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、

事務局長等は役員に含まれません。 
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○ 個人の登録 

＜屋外広告業（新規・更新）登録申請に必要な書類＞ 

書類の名称 個人 

屋外広告業登録申請書（第10号様式 第1面,第2面,第3面） 

（第3面に岐阜県収入証紙1万円分を貼り付けてください。） 
○
 

誓約書（第11号様式） ○ 

登録申請者の住民票の抄本*1 ○ 

略歴書（第12号様式） ○ 

業務主任者の住民票の抄本*1 ○ 

業務主任者の証明書類（以下のいずれか１つ） 

①屋外広告物講習会修了証書の写し 

②屋外広告士の登録証・合格証の写し 

③「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員免許状・ 

 技能検定合格書・職業訓練修了証の写し 

○ 

登録申請者が未成年の場合、その法定代理人に関して、以下の書類の提出も必要です。  

 法定代理人が個人 法定代理人が法人 

・法定代理人の住民票の抄本*1 ○  

・法定代理人の略歴書 ○  

・登録（履歴）事項証明書*1  ○ 

・当該役員の略歴書  ○（役員全員分） 

 

≪注 *1）：登記事項証明書及び住民票の抄本の提出について≫  

・登記事項証明書及び住民票の抄本は、申請日から６ヶ月以内に取得したものを提出して

ください。  

・コピーを提出する場合は、原本証明を行ってください。  

・住民票の抄本はマイナンバー（個人番号）の記載がないものを提出してください。  

【原本証明の方法】  

コピーした書類の余白部に「この写しは原本に相違ありません」、「記入年月日」、「氏

名（法人の場合は法人名と代表者氏名）」を記入のうえ「押印」したもの。  

なお、登記（履歴）事項証明書にあっては、「代表者印」、住民票の抄本にあっては、住

民票の本人の「個人印」を押印してください。  

 

（例：登記（履歴）事項証明書）  

この写しは原本に相違ありません。  

平成××年×月×日  （株）○○ 代表取締役 ○○○○○  

 

 

（例：住民票の抄本）  

この写しは原本に相違ありません。  

平成××年×月×日  ○○○○○（住民票の本人）  

                       （直筆の場合、押印不要） 

代表  

者印  

印 
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３ 登録手数料 

登録手数料は新規・更新ともに 10,000 円です。岐阜県収入証紙 10,000 円分を屋外広

告業登録申請書（第三面）に貼付（消印しない）してください。岐阜県収入証紙は、岐

阜県庁、県の総合庁舎及び下記金融機関の岐阜県内の各支店又は各支所（店舗によって

は取り扱っていない場合もあります。）などで購入できます。 

また、岐阜県収入証紙の購入が困難な方はファミリーマート岐阜県庁店にて郵送で購

入が可能  となっております。購入出来る店舗、郵送の販売方法については、下記ホーム

ページをご確認ください。 

 

（岐阜県公式ホームページ「岐阜県収入証」について：

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13417.html） 

 

４ 登録の拒否 

   登録申請者が次の欠格事項各号のいずれかに該当する者であるとき、又は屋外広告業

登録申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

要な事実の記載が欠けているときは、その登録が拒否されます。 

   登録が拒否された場合、その理由とともに遅滞なくその旨が通知されます。 

欠 格 事 項 

１ 岐阜県屋外広告物条例第42条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった

日から２年を経過しない者 

２ 屋外広告業者で法人であるものが岐阜県屋外広告物条例第42条第１項の規定により登

録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の

役員であった者でその処分のあった日から２年を経過しないもの 

３ 岐阜県屋外広告物条例第42条第１項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期

間が経過しない者 

４ 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

５ 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号

又は次号のいずれかに該当するもの 

６ 法人でその役員のうちに第１号から第４号までのいずれかに該当する者があるもの 

７ 営業所毎に岐阜県屋外広告物条例第38条第１項に規定する業務主任者を選任していな

い者 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13417.html
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※ 岐阜県屋外広告物条例（抜粋） 
 
 

   （業務主任者の設置） 

第38条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める

業務を行わせなければならない。 

（1）法第10条第２項第３号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件

の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 

（2）前条第１項の講習会の課程を修了した者 

（3）他の都道府県又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市若しくは同法第2

5 2条の22第１項の中核市の行う講習会の課程を修了した者 

（4）職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であっ

て広告美術仕上げに係るもの 

（5）知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者 

２ 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 

（1）この条例のその他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する法令の規定の遵守に関する

こと。 

（2）広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保

に関すること。 

（3）第40条に規定する帳簿の記載に関すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 

 （登録の取消し等） 

第42条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は６月 

以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

（1）不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。 

（2）第32条第１項第２号又は第４号から第７号までのいずれかに該当することとなったとき。 

（3）第33条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

（4）法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。 

２ 第32条第２項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 
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５ 登録事項の変更 

屋外広告業者は、登録事項に変更があったときは、変更の日から 30 日以内に知事に届

け出なければなりません。 

届出があった場合、当該届出に係る事項が４に述べる欠格事項の第５号から第７号ま

でのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項は屋外広告業者登録簿に登録さ 

れます。  

登録事項の変更の届出は別記第 14 号様式による屋外広告業登録事項変更届出書と下

表に掲げる書類を提出してください。 

（同時に複数の変更があり、添付書類が重複する場合は、１部の提出で結構です。） 

変 更 事 項 添 付 書 類 

・氏名又は名称（法人にあっては、その代

表者の氏名）及び住所 

・個人の場合：住民票の抄本※ 2 

・法人の場合：履歴事項証明書※ 2 

・現在交付を受けている屋外広告業登録証 

・岐阜県の区域内において営業を行う営  

業所の名称及び所在地（商業登記の変 

更を必要とする場合に限る。） 

・法人の場合：履歴事項証明書※ 2 

・法人役員の氏名  

   

・誓約書（辞任のみの場合は不要） 

・履歴事項証明書※ 2 

・当該役員の略歴書（辞任のみの場合は不要） 

・法定代理人に関する事項  【法定代理人が個人の場合】  

・誓約書 

・法定代理人の住民票の抄本※ 2 

・法定代理人の略歴書  

【法定代理人が法人の場合】  

・誓約書 

・履歴事項証明書※ 2 

・当該役員の略歴書  

・営業所ごとに選任される業務主任者の  

氏名及び所属する営業所の名称 

・当該業務主任者の住民票の抄本※ 2 

・業務主任者の証明書類 

（屋外広告物講習会修了証書の写しなど） 

 ※登録事項の変更に当たらない場合  

・登録を受けた個人事業者が法人化（法人成り）したときには、個人事業者について

廃業の届出をするとともに、法人として新規の登録申請が必要です。 

・また、登録を受けた個人事業者の死亡や代替わりにより相続人等が引き続き屋外広

告業の営業を行おうとするときは、登録を受けた個人事業者について廃業の届出を

するとともに、相続人等の方は新規に屋外広告業の登録を受けなければなりません。 

≪注 *2）：登記事項証明書及び住民票の抄本の提出について≫ 

P3 「注*1）：登記事項証明書及び住民票の抄本の提出について」を参照してください。 
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６ 屋外広告物業者の義務等 

○ 標識の掲示 

  屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記第 20 号様式による

標識を掲げなければなりません。 

 

○ 帳簿の備付け等 

  屋外広告業者は、その営業所ごとに、別記第 21 号様式による帳簿を備え、これを保存

しなければなりません。帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成す

ることとなります。（帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は

磁気ディスク、ＣＤ-ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物に記録され、かつ、必要に応じて屋外広告業者の営業所において

電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を持って帳

簿への記載に代えることができます。） 

  屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後５年間

営業所ごとに当該帳簿を保存しなければなりません。 

 

○ 報告徴収、立入検査等 

知事は屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、広告物等

の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業者の営業所に立ち入り、広告物等、帳簿

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。 
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７ 廃業等 

  屋外広告業者が下表の左欄のいずれかに該当することとなった場合においては、当該

右欄に定める者は、その日（第１号の場合は、その事実を知った日）から 30 日以内に届

け出なければなりません。これにより当該屋外広告業者に係る登録はその効力を失いま

す。 

廃業等の届出は別記第 15 号様式による屋外広告業廃業等届出書と現在交付を受けて

いる屋外広告業登録証を提出してください。 

死亡した場合 その相続人 

法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者 

法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由

により解散した場合 

その清算人 

岐阜県の区域内において屋外広告業を廃止した

場合 

屋外広告業者であった個人又は屋外広

告業者であった法人を代表する役員 

 

 

８ 屋外広告業の登録 

   知事は、登録申請書の提出があったときは、登録を拒否する場合を除くほか、遅滞な

く、登録申請書に記載の事項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿に登

録します。（屋外広告業者登録簿は岐阜県都市政策課にて閲覧できます。また、登録業

者の一覧は岐阜県都市政策課屋外広告物ホームページでも公開しています。）  

【岐阜県屋外広告物ホームページ：http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/keikan/okugai-kokoku/】 

 

 

９ 登録の抹消 

  屋外広告業者に係る登録がその効力を失ったとき、又は岐阜県屋外広告物条例第 42

条第１項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告

業者に係る登録が抹消されます。 

 

 

１０ 各申請書の記入方法について 

  申請書の記入方法については、岐阜県都市政策課屋外広告物ホームページにある各申

請書等様式記入例を確認してください。  
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１１ その他 

１ 申請等の受付や審査をする職員の行政指導（申請に関する指導・助言等）に疑義があ

る場合は、以下の窓口で受け付けています。  

 

○県政へのご意見・ご提案窓口（県ホームページ） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html 

トップページ  ＞  県政情報  ＞  広報・広聴  ＞  県政へのご意見・ご提案  

 

○行政相談室（岐阜県庁内） 電 話：058-272-1140（直通）  

※受付時間 月曜日から金曜日の 8:30～17:00 

（祝日、年末年始を除く）  

ＦＡＸ：058-278-2544 

e-mail： c11127@pref.gifu.lg.jp 

 

２ 行政不服審査制度について  

（１）申請等が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から３か月以

内に、審査請求を行うことができます。  

（２）審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、

審査庁又は処分庁です。  

（３）審査請求の手続の流れ（知事が審査庁の場合）は下の図のとおりです。審査請求書

の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県 HP をご覧ください。  

  行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html  

 
 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html
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別 記 様 式 集  
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第 10 号様式（第 15 条関係） 

（第一面） 

  年  月  日 

岐阜県知事     様 

住所 

氏名 

法人にあっては主たる事務所の  

所在地、名称及び代表者の氏名  

 

屋 外 広 告 業 登 録 申 請 書 

 

屋外広告業の登録を受けたいので、岐阜県屋外広告物条例第２９条第１項又は第３項の規定

により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

登録の種類 
新規 

更新 

 ※登録番号 岐阜県屋外広告業登録第   号 

 ※登録年月日           年     月   日 

フ リ ガ ナ 

氏       名 

及 び 生 年 月 日 

法人にあっては名称  

並びに代表者の氏名  

及び生年月日  

 

 

 

 

 生年月日        年   月   日 

 法人・個人の別    １ 法人  ２ 個人 

住    所 

 郵便番号（   －   ） 

 

          電話番号（    ）   － 

１ 岐阜県の区域

内において営業

を行う営業所の

名称及び所在地 

 

 

 

営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務主任者の

氏名及び所属す

る営業所の名称 

所属営業所名 氏  名 摘  要 
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（第二面） 

 

３ 法人である場

合の役員（業務を

執行する社員、取

締役、執行役又は

これらに準ずる者。

以下同じ。）の職

名及び氏名 

 

職  名 
フリガナ  

氏     名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 未成年者であ

る場合の法定代

理人の氏名又は

名称及び住所 

 

 

フリガナ 

氏  名 

法 人 に あ っ て

は 名 称 並 び に

代 表 者 の 氏 名

及 び 生 年 月 日  

 

 

 

生年月日     年  月  日 

住  所 

 郵便番号（   －   ） 

 

 

       電話番号（   ）  －     

５  法定代理人が

法人である場合

のその役員の職

名及び氏名 

職  名 
フリガナ  

氏     名 

 

 

 

 

 

 

６  他の地方公共

団体における登

録番号 

 

 

登録を受けた地方公共

団体名 
登録年月日 登録番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 

 １ ※印のある欄には新規登録申請の場合は、記入しないこと。 

 ２ 「新規 更新」及び「１ 法人  ２ 個人」については、それぞれ該当するもの

に丸印を付すこと。 

 ３ １から６について記入欄が不足する場合は、任意様式により提出すること。 



 

- 13 - 

（第三面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証紙はり付け欄 

（消印してはならない。） 
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第 11 号様式（第 15 条関係）  

 

 

誓   約   書 

 

 

 登録申請者及び法定代理人並びにその役員は、岐阜県屋外広告物条例第３２条第１項各

号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

 

                          年  月  日 

                      申請者 

 

 

 

                       

 

 

 

 岐阜県知事  様 

 

 

 



 

- 15 - 

第 12 号様式（第 15 条関係）  

法人の役員 

              登録申請者      本   人      の略歴書 

法定代理人 

法定代理人（法人）の役員 

住所 

 

 郵便番号（   －   ） 

 

                  電話番号（   ）  － 

フ リ ガ ナ 

氏     名 
 

生年 

月日 
 

略 

 

 

歴 

 期   間 

 自 年月日 

 至 年月日 

職 務 内 容 又 は 業 務 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞 

 

罰 

年 月 日 賞  罰  の  内  容 

 

 

 

 

 

 

 

  上記のとおり相違ありません。 

       年  月  日 

                  氏名 

                   

 備考  「法人の役員  本人 法定代理人 法定代理人（法人）の役員」については、該

当するものに丸印を付すこと。 
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第 14 号様式（第 18 条関係） 

 

年  月  日 

岐阜県知事     様 

住所 

氏名 

法人にあっては主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名 

 

屋 外 広 告 業 登 録 事 項 変 更 届 出 書 

 

岐阜県屋外広告物条例第３３条第１項の規定により、次のとおり届出をします。 

 登録番号 岐阜県屋外広告業登録第   号 

 登録年月日           年     月   日 

  フ リ ガ ナ 

  氏     名 

 及 び 生 年 月 日 

  法人にあっては名 

  称並びに代表者の 

 氏名及び生年月日 

 

 

 

 

 生年月日         年   月   日 

 法人・個人の別    １ 法人  ２ 個人 

住    所 

 郵便番号（   －   ） 

 

              電話番号（   ）  － 

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 「１ 法人  ２ 個人」については、いずれか該当する方に丸印を付すこと。 
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第 15 号様式（第 19 条関係） 

 

年  月  日 

岐阜県知事     様 

住所 

氏名 

法人にあっては主たる事務所の所

在地、名称及び代表者の氏名 

 

屋 外 広 告 業 廃 業 等 届 出 書 

 

岐阜県屋外広告物条例第３５条第１項の規定により、次のとおり届出をします。 

 登録番号 岐阜県屋外広告業登録第   号 

 登録年月日               年     月   日 

  フ リ ガ ナ 

  氏     名 

  法人にあっては 

  名称及び代表者 

  の氏名 

 

 

 

 

 法人・個人の別  １ 法人  ２ 個人 

住    所 

 郵便番号（   －   ） 

 

              電話番号（   ）  － 

届出の理由 

 

 １ 死亡   ２ 合併による消滅   ３ 破産 

 ４ 解散   ５ 廃止 

 

届出理由の生じた日 

 

 

 

屋外広告業者と 

届出人との関係 

 

 １ 相続人  ２ 元代表役員  ３ 破産管財人 

 ４ 清算人  ５ 本人 

 

備考 「１ 法人  ２ 個人」、「届出の理由」欄及び「屋外広告業者と届出人との関

係」欄については、該当するものに丸印を付すこと。 
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第 20 号様式（第 27 条関係）  

 

 ｜ ←    4 0 セ ン チ メ ー ト ル 以 上    → ｜ 

屋 外 広 告 業 者 登 録 票 

←

35

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

以

上

→
 

氏 名 又 は 名 称   

法人である場合の代表

者 の 氏 名 
 

登 録 番 号 岐阜県屋外広告業登録第   号 

登 録 年 月 日 年   月   日 

営 業 所 名  

この営業所に置かれて

いる業務主任者の氏名 
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第 21 号様式（第 28 条関係）  

注文者の氏名又は名称 
 

注文者の住所 

電話番号（   ）   －     

広告物の表示又は掲出物件

の 

設置の場所 

 

表示した広告物又は設置し

た 掲出物件 

名 称

又 は

種類 

 

数量 

 

表示又は設置の年月日 年  月  日 

請負金額 
 

 

 


